
 

 

点検結果表（規制の事前評価） 

政策の名称 
多様化・複雑化する電気通信事故の防止のための制度

整備 
府省名 総務省 

根拠となる法令 
■法律     □政令     □府省令     □告示     □その他 

電気通信事業法 

規制の区分 ■新設等             □緩和               □廃止 

 

「○」:評価書の分析・説明に課題（疑問点・問題点等）があるもの。 
「※」:点検過程における各府省からの補足説明（＜点検結果表の別紙＞参照）により課題が解消したもの。 
「○※」:点検過程における各府省からの補足説明（＜点検結果表の別紙＞参照）により課題の一部が解消したも

の（なお、「評価の実施状況」欄には評価書を踏まえた区分を、次の【課題の説明】欄には、評価書及び
補足説明を踏まえた課題内容を記載していることから、両者の内容が一致しない場合がある。）。 

点検項目 評価の実施状況 
課
題 

① 
規制の目的、 
内容及び必要性 

■説明あり □説明なし  

費
用
の
分
析 

② 遵守費用 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □負担なし □分析なし  

③ 行政費用 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □負担なし □分析なし  

④ 
その他の 
社会的費用 

□金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

⑤ 便益の分析 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □分析なし  

⑥ 
費用と便益の 
関係の分析 

□費用便益分析 □費用効果分析 □費用分析 ■定性的な分析 □分析なし  

代
替
案 

⑦ 
代替案の 
設定 

□設定あり ■想定される代替案なし □設定なし  

⑧ 
代替案との 
比較 

□費用・便益で比較 □費用で比較 □便益で比較 ■比較なし  

⑨ 
レビューを行う
時期又は条件 

■設定あり □設定なし  

【課題の説明】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【点検結果表の別紙】 

 

≪遵守費用に係る参考情報≫ 

○ 当省の照会 

遵守費用について、「電気通信事業者ごとにみても、新たに発生する遵守費用は限定的であると考える。」

と記載しているが、「限定的」と判断する理由を示されたい。 

 

 ○ 総務省の説明 

   今般の規制により指定された者は、技術基準適合維持義務への対応が必要となるが、新たに規制対象と

なる回線非設置事業者に課すことを想定している技術基準の項目は、故障検出・異常ふくそう対策・耐震

対策等であり、「内容、利用者の範囲等から見て利用者の利益に及ぼす影響が大きい」電気通信役務を提

供する大規模な回線非設置事業者にとっては、既に備えている基本的な機能・対策であると考えられるた

め。 

     なお、技術基準適合維持義務以外では、設備投資を要する項目はない。 


